
 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和  ７年 ５月  ２７日 

 

（宛先）岡 崎 市 長 

 

提出者                   

住 所 岡崎市箱柳町字川北７２番地    

氏 名 株式会社山口土木         

代表取締役 山田 健一      

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 0564-65-6570          

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  株式会社山口土木 

事 業 場 の 所 在 地  岡崎市箱柳町字川北７２番地 

計 画 期 間  令和 ７年度（令和 ７年 ４月～令和 ８年 ３月） 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
①事 業 の 種 類 ０６：総合工事業 

②事 業 の 規 模 元請完成工事高：     ８９，１７０万円 

③従 業 員 数 ２６人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

宅地造成・道路舗装・下水道管渠築造 

がれき類→再生処理業者に委託して再生砕石として再資源化 

       木くず→再生処理業者に委託してチップとして再資源化 
       廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類→再生処理業者に委託して塩ビ製品材料として再資源化 

       混合物→中間処理業者に委託して選別後再資源化及び埋立処分 
       汚泥→中間処理業者に委託し、脱水後土壌改良材として再資源化  

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

工事部部長（廃棄物処理総括責任者） 

   │ 

経理部（廃棄物管理担当部署） 

   │ 

工事現場管理責任者（廃棄物処理責任者） 

    

      当社職員 

 

      下請会社 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和 ６年度）実績】別紙のとおり       

産業廃棄物の種類 がれき類 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

排 出 量 1580.83ｔ 3.25ｔ 

（これまでに実施した取組） 

・現場での加工を控え、自社倉庫内でプレカットを行うことにより 

 端材の量を減らす。 

② 計画 

【目標】別紙のとおり 

産業廃棄物の種類 がれき類 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

排 出 量 1,400ｔ 3ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

・包装材・梱包材の簡素化及び再利用 

・実寸発注の実践による余剰材の発生抑制 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

① 現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・金属屑や紙類等、有価や無償で引き取ってもらえるものがあれば

分別を徹底し、排出量・処理費を削減している。 

②計画 
（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・分別後ほかの廃棄物が混入しないよう保管を徹底する。 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和 ６年度）実績】 

産業廃棄物の種類    ――― ――― 

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

（これまでに実施した取組） 

・実施していない。 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 ――― ――― 

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

・実施する予定はない。 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和 ６年度）実績】  

産業廃棄物の種類 ――― ――― 

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

（これまでに実施した取組） 

・実施していない。 

 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類 ――― ――― 

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

・実施する予定はない。 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和 ６年度）実績】 

産業廃棄物の種類 ――― ――― 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

0ｔ 0ｔ 

（これまでに実施した取組） 

・実施していない。 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 ――― ――― 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

0ｔ 0ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

・実施する予定はない。 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和 ６年度）実績】 別紙のとおり 

産業廃棄物の種類 がれき類 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

全 処 理 委 託 量 1,580.83ｔ 3.25ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
540.1ｔ 0.56ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
1,580.83ｔ 3.25ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

・可能な限り優良認定処理業者への委託を進める。 

・マニフェストにより最終処分の確認を徹底する。 

 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 がれき類 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

全 処 理 委 託 量 1,400ｔ 3ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
800ｔ 2ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
1,400ｔ 3ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

・再資源化施設を有する廃棄物処理業者に処理を委託する。 

・廃プラスチック類については分別をすすめ、メーカー回収による 

 リサイクルで減量化を行う。 

 

 

※事務処理欄   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別紙１） 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

① 現状 

 

 

 

②計画 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

① 現状 

 

 

 

 

 

 

② 計画 

 

産業廃棄物の種類 木くず 汚泥 混合物 

排 出 量 384.95ｔ 4.35ｔ 25.035ｔ 

産業廃棄物の種類 木くず 汚泥 混合物 

排 出 量 340ｔ 4ｔ 22ｔ 

産業廃棄物の種類 木くず 汚泥 混合物 

全処理委託量 384.95ｔ 4.35ｔ 25.035ｔ 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
0ｔ 4.35ｔ 25.035ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
384.95t 4.35ｔ 25.035ｔ 

産業廃棄物の種類 木くず 汚泥 混合物 

全処理委託量 340t 4ｔ 22ｔ 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
 150ｔ 2ｔ 20ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
340t 4ｔ 22ｔ 



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和 7年 5月 29日 

 

（宛先）岡 崎 市 長 

 

提出者                   

住 所  岡崎市西中町一丁目１８番地   

氏 名  セイコー建設有限会社      

代表取締役 山本 雅之    

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 0564-25-2559          

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  セイコー建設有限会社 

事 業 場 の 所 在 地  岡崎市西中町一丁目１８番地 

計 画 期 間  令和７年度（令和７年４月 ～ 令和８年３月） 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 

① 事 業 の 種 類 06：総合工事業 

② 事 業 の 規 模 元請完成工事高：68084万円 

③ 従 業 員 数 27名 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

（建設工事） 

 

・がれき類⇒再生処理業者に委託し破砕後再生砕石として再資源化 

・廃プラスチック類⇒再生処理業者に委託し原料に再資源化 

・木くず⇒再生処理業者に委託し再生紙及び燃料に再資源化 

・汚泥⇒再生処理業者に委託し分級、脱水、天日乾燥後再資源化 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

 工事部    （社長・工事部長・現場担当者） 【産業廃棄物処理に関する検討】 

  ↓ 

 現場責任者  （主任技術者・現場管理人）   【廃棄物処理計画の作成】 

  ↓ 

 管理責任者  （現場代理人・総務責任者）   【マニフェスト管理】 

        （総務責任者）         【全現場のマニフェスト管理・集計】 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】       

産業廃棄物の種類 別紙のとおり  

排 出 量 ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり  

排 出 量 ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

がれき類（アスファルトガラ、コンクリートガラ）、廃プラスチック

類、木くずはそれぞれ分別して保管 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

上記以外、再生可能な品目において分別して保管 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

実施していません 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

実施する予定はありません 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

実施していません 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

実施する予定はありません 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

実施していません 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

実施する予定はありません 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】  

産業廃棄物の種類 別紙のとおり  

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

優良認定処理業者を選定し法令に従い書面より【委託契約書】を締結

する 

可能な範囲で再生利用業者への処理委託を行い、最終処分の低減を図

る 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり  

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



セイコー建設有限会社

認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量

50.00 3130.00

認定熱回収業者への処理委託量

再生利用業者への処理委託量 3000.00 20.00 10.00 50.00 0.00

50.00 3130.00

優良認定処理業者への処理委託量 2000.00 20.00 10.00 50.00 0.00 50.00 2130.00

全処理委託量 3000.00 20.00 10.00 50.00 0.00

　②　　　計画　【今年度　令和７年度　目標】

認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量

40.00 2695.33

認定熱回収業者への処理委託量

再生利用業者への処理委託量 2552.00 29.80 15.00 58.43 0.10

40.00 2695.33

優良認定処理業者への処理委託量 1821.00 29.80 15.00 58.43 0.10 40.00 1964.33

全処理委託量 2552.00 29.80 15.00 58.43 0.10

混合物 合計

　①　　　現状　【前年度　令和６年度　実績】

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 がれき類 廃プラスチック 木くず 汚泥 陶磁器くず

40.00 2695.33

　②　　　計画　【今年度　令和７年度　目標】 3000.00 20.00 10.00 50.00 0.00 50.00 3130.00

　①　　　現状　【前年度　令和６年度　実績】 2552.00 29.80 15.00 58.43 0.10

別紙

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 がれき類 廃プラスチック 木くず 汚泥 陶磁器くず 混合物 合計









































 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

2025  年 6 月 30 日 

 

岡崎市長 殿 

 

提出者                   

            住 所 愛知県安城市高棚町東山83番地 

                

            氏 名 株式会社 大同建設工業    

             

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

代表取締役 青本 映子 

               電話番号  0566-92-7763               

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  岡崎市内各工事 

事 業 場 の 所 在 地  岡崎市内 

計 画 期 間  2025年度(2024年4月1日～2025年3月31日) 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
①事 業 の 種 類 07 特別工事業(設備工事を除く) 

②事 業 の 規 模 元請完成工事高   51,214,999円 

③従 業 員 数 38人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

建築物解体 

がれき類 ⇒ 再生処理業者に委託し、破砕後再生砕石として再資源化 

木くず ⇒ 再生処理業者に委託し、破砕後チップとして再資源化 

廃プラスチック類 ⇒ 再生処理業者に委託し、圧縮後PRF燃料として再資源化 

ガラス・コンクリ・陶磁器くず ⇒ 再生処理業者に委託し、破砕後再生砕石として再資源化 

廃石膏ボード ⇒ 再生処理業者に委託し、選別後破砕し石膏粉末として再資源化 

混合物 ⇒ 最終処分業者に委託し、選別後、破砕、焼却、埋立処分 

繊維くず ⇒ 再生処理業者に委託し、選別後圧縮し古紙原料として再資源化 

金属くず ⇒ 再生処理業者に委託し、破砕後鋼材原料として再資源化 

石綿含有産業廃棄物 ⇒ 最終処分業者に委託し、埋立処分 

(日本工業規格 Ａ列４番) 

■5 ■6



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

代表取締役 

 

↓ 

 

各工事担当者 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（ 2024年度）実績】 別紙1の通り    

産業廃棄物の種類   

排 出 量 ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

・人力重機による選別を行う 

・事前に手解体を行い、分別を行う 

 

 

②計画 

【目標】別紙2の通り 

産業廃棄物の種類   

排 出 量 ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

・上記取組みの継続実施 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

種類ごとに分別し排出している 

 

 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

上記取組みの継続実施 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

①現状 

【前年度（     年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

①現状 

【前年度（     年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

①現状 

【前年度（     年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ①現状 

【前年度（  2020年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

可能な限り再生利用業者への処理委託を行い、最終処分量の低減をは

かる 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和７年６月２日 

 

（宛先）岡 崎 市 長 

 

提出者                   

住 所 岡崎市上和田町字城前２２－１ 

氏 名 大伸建設株式会社  代表取締役 酒井 英二 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 0564-54-7777     

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  大伸建設株式会社 

事 業 場 の 所 在 地  岡崎市上和田町字城前22-1 

計 画 期 間  令和７年度（令和７年４月～令和８年３月） 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
① 事 業 の 種 類 ０６（総合工事業） 

② 事 業 の 規 模 １１億円（元請完成工事高） 

③ 従 業 員 数 ３４人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

がれき類（アスファルト塊 コンクリート塊） 

 ⇒運搬⇒破砕⇒再生砕石、再生アスファルトとして再資源化 

汚泥（建設汚泥）⇒運搬⇒脱水・乾燥、造粒固化⇒建設材料として再資

源化 

廃プラスチック類⇒運搬⇒破砕・圧縮・選別⇒再生材料として再資源化 

木くず（伐木）⇒運搬⇒破砕⇒燃料、チップとして再資源化 

混合物⇒運搬⇒選別・破砕⇒埋立処分・再生材料として再資源化 

ガラス・陶磁器くず⇒破砕⇒埋立処分 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】       

産業廃棄物の種類 別紙①のとおり  

排 出 量 別紙①のとおり ｔ 

（これまでに実施した取組） 

現場毎に廃棄物処理計画書を作成する。 

・建設業であるため、受注高及び受注工事内容により、増減が激し 

い為、完成工事高あたりの排出量抑制を努めている。 

・職員及び下請会社に対する廃棄物の排出抑制及び適正な処理方法 

 の周知徹底 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙①のとおり  

排 出 量 別紙①のとおり ｔ 

 

（今後実施する予定の取組） 

・現状実施事項に順ずる。 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・木くず 紙類 

 （専用回収箱による分別） 

 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・混合廃棄物 

 （金属、廃プラ、紙類等、再生可能な品目の分別の徹底。） 

 

廃棄物処理統括責任者   代表取締役 酒井英二 

廃棄物処理管理担当者  工事部 保田拓司 

廃棄物処理責任者  工事現場代理人 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】 

産業廃棄物の種類 --------------  

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
-------------- ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 --------------  

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
-------------- ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】  

産業廃棄物の種類 --------------  

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
-------------- ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
-------------- ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類 --------------  

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
-------------- ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
-------------- ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】 

産業廃棄物の種類 --------------  

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

-------------- ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 --------------  

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

-------------- ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 別紙②のとおり ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
別紙②のとおり ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
別紙②のとおり ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
-------------- ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

別紙②のとおり ｔ 

（これまでに実施した取組） 

・がれき、汚泥：再生利用率100％の継続。 

・廃プラスチック：再生利用100％を目指す。 

・がれき、汚泥、廃プラスチック：優良認定処理業者への委託。 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙②のとおり  

全 処 理 委 託 量 別紙②のとおり ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
別紙②のとおり ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
別紙②のとおり ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
-------------- ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

-------------- ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

・がれき、汚泥：再生利用率100％の継続。 

・廃プラスチック、木くず：再生利用80％を目指す。 

・がれき、汚泥、廃プラスチック：優良認定処理業者への委託。 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙① 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】 

廃棄物の種類 がれき類 
（アスファルト塊。コンクリート塊） 

汚泥 

（建設汚泥） 

排 出 量 5375ｔ 15.87ｔ 

廃棄物の種類 廃プラスチック類 
木くず 

（伐木） 

排 出 量 3.2ｔ 0.67t 

廃棄物の種類 混合物 ｶﾞﾗｽくず陶磁器くず 

排 出 量 130.65t 0.09t 

廃棄物の種類 金属くず  

排 出 量 0ｔ  

②計画 

【目標】 

廃棄物の種類 がれき類 
（アスファルト塊。コンクリート塊） 

汚泥 

（建設汚泥） 

排 出 量 5000ｔ 20ｔ 

廃棄物の種類 廃プラスチック類 
木くず 

（伐木） 

排 出 量 10ｔ 20ｔ 

廃棄物の種類 混合物 ｶﾞﾗｽくず陶磁器くず 

排 出 量 80ｔ 0t 

廃棄物の種類 金属くず  

排 出 量 0t  

 

 

 

 

 



 

 

別紙② 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】  

産業廃棄物の種類 がれき類（アスファルト塊。

コンクリート塊） 

汚泥 

（建設汚泥） 

全 処 理 委 託 量 5375ｔ 15.87ｔ 

 

優良認定処理業者への 
処 理 委 託 量 

734ｔ 15.87ｔ 

再生利用業者への 
処 理 委 託 量 

5375ｔ 15.87ｔ 

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量 

0ｔ 0.000ｔ 

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量 

0ｔ 0.000ｔ 

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 木くず 

全 処 理 委 託 量 3.2ｔ 0.67ｔ 

 
優良認定処理業者への 
処 理 委 託 量 

0.53ｔ 0.000ｔ 

 
再生利用業者への 
処 理 委 託 量 

3.2ｔ 0.67ｔ 

 
認定熱回収業者への
処 理 委 託 量 

0.000ｔ 0.000ｔ 

 
認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量 

0.000ｔ 0.000ｔ 

産業廃棄物の種類 混合物 ｶﾞﾗｽくず陶磁器くず 

全 処 理 委 託 量 130.65ｔ 0.09 t 

 
優良認定処理業者への 
処 理 委 託 量 

130.65ｔ 0.09 t 

 
再生利用業者への 
処 理 委 託 量 

130.65ｔ 0 t 

 
認定熱回収業者への
処 理 委 託 量 

0.000ｔ 0.000 t 

 
認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量 

0.000ｔ 0.000 t 

産業廃棄物の種類 金属くず  

全 処 理 委 託 量 0ｔ  

 
優良認定処理業者への 
処 理 委 託 量 

0.000ｔ  

 
再生利用業者への 
処 理 委 託 量 

0ｔ  

 
認定熱回収業者への
処 理 委 託 量 

0.000ｔ  

 
認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量 

0.000ｔ  

 



 

 

② 計画 

③ 目標 

【目標】  

産業廃棄物の種類 がれき類（アスファルト塊。

コンクリート塊） 

汚泥 

（建設汚泥） 

全 処 理 委 託 量 5000ｔ 20ｔ 

 

優良認定処理業者への 
処 理 委 託 量 

1500ｔ 20ｔ 

再生利用業者への 
処 理 委 託 量 

5000ｔ 20ｔ 

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量 

0ｔ 0ｔ 

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量 

0ｔ 0ｔ 

産業廃棄物の種類 廃プラスチック 
木くず 

（伐木）） 

全 処 理 委 託 量 10ｔ 15ｔ 

 
優良認定処理業者への 
処 理 委 託 量 

0ｔ 0ｔ 

 
再生利用業者への 
処 理 委 託 量 

10ｔ 15ｔ 

 
認定熱回収業者への
処 理 委 託 量 

0ｔ 0ｔ 

 
認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量 

0ｔ 0ｔ 

産業廃棄物の種類 混合物 ｶﾞﾗｽくず陶磁器くず 

全 処 理 委 託 量 80ｔ 15ｔ 

 
優良認定処理業者への 
処 理 委 託 量 

80ｔ 0ｔ 

 
再生利用業者への 
処 理 委 託 量 

80ｔ 0ｔ 

 
認定熱回収業者への
処 理 委 託 量 

0ｔ 0ｔ 

 
認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量 

0ｔ 0ｔ 

産業廃棄物の種類 金属くず  

全 処 理 委 託 量 0t  

 
優良認定処理業者への 
処 理 委 託 量 

0t  

 
再生利用業者への 
処 理 委 託 量 

0t  

 
認定熱回収業者への
処 理 委 託 量 

0t  

 
認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量 

0t  

 

 



 

 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模

が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまでの

一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者へ

の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 



 

 

様式第二号の八( 第八条の四の五関係)  

( 第１ 面)  

産業廃棄物処理計画書 

  令和  7 年 6 月 24日 

 

岡 崎 市 長  殿 

 

提出者                    

   住 所 愛知県名古屋市中錦二丁目20番15号    

氏 名 鹿島建設株式会社 中部支店 安全環境部 

         部 長 田 中 正 臣          

( 法人にあっては、 名称及び代表者の氏名)  

電話番号 ０ ５ ２ －３ ０ ７ －５ １ １ １   

廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第 12 条第９ 項の規定に基づき 、 産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する 計画を作成し たので、 提出し ます。  

事 業 場 の 名 称 
 鹿島建設株式会社 

中部支店 岡崎市内各現場 

事 業 場 の 所 在 地  愛知県岡崎市内各現場 

計 画 期 間  令和7年4月1日～令和8年3月31日 

当該事業場において現に行っている 事業に関する 事項 

 
①事 業 の 種 類 06 総合工事業 

②事 業 の 規 模 177, 477 万円 

③従 業 員 数  27人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

「 別紙①産業廃棄物の一連の処理の工程」 のと おり  

 

   

( 日本工業規格 Ａ 列４ 番)  



 

 

( 第２ 面)  

産業廃棄物の処理に係る 管理体制に関する 事項 

 

（ 管理体制図）  

 

「 別紙 ② 管理体制図」 のと おり  

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する 事項 

 

①   現状 

【 前年度（ 令和６ 年度） 実績】（ 別紙③のと おり ）  

産業廃棄物の種類   

排 出 量    ｔ  ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

・ 鋼製足場材の使用、 設備機器等の梱包材の削減（ メ ーカーへの協力

要請 

・ 工法変更（ 仮設・ 本設）、 設計に組込ま れていない場合は以下の事

項について発注者と 協議 

 Ｐ Ｃ 化、 ユニッ ト 化、 ラ ス 型枠、 床のデッ キプレート 等 

②計画 

【 目標】（ 別紙④のと おり ）  

産業廃棄物の種類   

排 出 量 
 

ｔ  
ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

前年度の取り 組みを継続 

 

産業廃棄物の分別に関する 事項 

 

①現状 

（ 分別し ている 産業廃棄物の種類及び分別に関する 取組）  

施工段階で現場状況に応じ て以下を実施 

コ ンガラ 、 アスガラ 、 木く ず、 金属く ず、 ダンボール、 石膏ボード  

Ａ Ｌ Ｃ 、 岩綿吸音板、 廃蛍光管、 その他 

②計画 

（ 今後分別する 予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する 取組）  

前年度の取り 組みを継続 

 

 



 

 

（ 第３ 面）  

自ら 行う 産業廃棄物の再生利用に関する 事項 

 

①   現状 

【 前年度（ 令和６ 年度） 実績】（ 別紙③のと おり ）  

産業廃棄物の種類   

自ら 再生利用を 行っ た  

産業廃棄物の 量 
  

（ こ れま でに実施し た取組）  

解体工事から 発生し たコ ンガラ を現場内で破砕処理し 、  

路盤材等に積極的に利用する 。  

 

②計画 

【 目標】（ 別紙④のと おり ）  

産業廃棄物の種類   

自ら 再生利用を行う

産業廃棄物の 量 
  

（ 今後実施する 予定の取組）  

 

前年度の取り 組みを継続 

 

自ら 行う 産業廃棄物の中間処理に関する 事項 

 

①   現状 

【 前年度（ 令和６ 年度） 実績】  

産業廃棄物の種類 
  

自ら 熱回収を行った

産業廃棄物の 量 

  

自ら 中間処理によ り 減量し た  

産業廃棄物の 量 

  

（ こ れま でに実施し た取組）  

 

 

 

 

②計画 

【 目標】    

産業廃棄物の種類   

自ら 熱回収を行う

産業廃棄物の 量 

  

自ら 中間処理によ り 減量する  

産業廃棄物の 量 

  

（ 今後実施する 予定の取組）  

 

 

 

 



 

 

（ 第４ 面）  

自ら 行う 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する 事項 

 

①   現状 

【 前年度（ 令和６ 年度） 実績】  

産業廃棄物の種類   

自ら 埋立処分又は 

海洋投入処分を 行っ た  

産業廃棄物の 量 

  

（ こ れま でに実施し た取組）  

 

 

 

②計画 

【 目標】  

産業廃棄物の種類   

自ら 埋立処分又は 

海洋投入処分を行う  

産業廃棄物の 量 

  

（ 今後実施する 予定の取組）  

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する 事項 

 ①   現状 

【 前年度（ 令和６ 年度） 実績】（ 別紙③のと おり ）  

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ  ｔ  

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定 熱 回収 業 者への

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱回収業者以外の

熱回収を 行う 業者への

処 理 委 託 量 

ｔ  ｔ  

（ こ れま でに実施し た取組）  

委託処理業者に対し 減量化、 再資源化率の調査を行い、 処理委託業者

選定時の参考にし ている 。  

 

 

 

 

 



 

 

 

（ 第５ 面）  

 ②計画 

【 目標】（ 別紙④のと おり ）  

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ  ｔ  

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱 回収 業 者へ の

処 理 委 託 量 
ｔ  ｔ  

認定熱回収業者以外の

熱回収を 行う 業者への

処 理 委 託 量 

ｔ  ｔ  

（ 今後実施する 予定の取組）  

前年度の取り 組みを継続 

 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（ 第６ 面）  

備考 

１   前年度の産業廃棄物の発生量が1, 000ト ン以上の事業場ごと に１ 枚作成する こ と 。  

２  当該年度の６ 月30日までに提出する こ と 。  

３  「 当該事業場において現に行っている 事業に関する 事項」 の欄は、以下に従って記入する こ と 。 

 ( 1) ①欄には、 日本標準産業分類の区分を記入する こ と 。  

 ( 2) ②欄には、 製造業の場合における 製造品出荷額（ 前年度実績）、 建設業の場合における 元請完成

工事高（ 前年度実績）、 医療機関の場合における 病床数（ 前年度末時点） 等の業種に応じ 事業規

模が分かる よ う な前年度の実績を記入する こ と 。  

 ( 3) ④欄には、 当該事業場において生ずる 産業廃棄物についての発生から 最終処分が終了する まで

の一連の処理の工程（ 当該処理を委託する 場合は、 委託の内容を含む。） を記入する こ と 。  

４  「 自ら 行う 産業廃棄物の中間処理に関する 事項」 の欄には、 産業廃棄物の種類ごと に、 自ら 中

間処理を行う に際し て熱回収を行った場合における 熱回収を行った産業廃棄物の量と 、 自ら 中間

処理を行う こ と によ って減量し た量について、 前年度の実績、 目標及び取組を記入する こ と 。  

 ５  「 産業廃棄物の処理の委託に関する 事項」 の欄には、 産業廃棄物の種類ごと に、 全処理委託量

を記入する ほか、 その内数と し て、 優良認定処理業者（ 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律施行

令第６ 条の11第２ 号に該当する 者） への処理委託量、 処理業者への再生利用委託量、 認定熱回収

施設設置者（ 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第15条の３ の３ 第１ 項の認定を受けた者） であ

る 処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている 処理業者

への焼却処理委託量について、 前年度実績、 目標及び取組を記入する こ と 。  

 ６  それぞれの欄に記入すべき 事項の全てを記入する こ と ができ ないと き は、 当該欄に「 別紙のと

おり 」 と 記入し 、 当該欄に記入すべき 内容を記入し た別紙を添付する こ と 。 また、 産業廃棄物の

種類が３ 以上ある と き は、 前年度実績及び目標の欄に「 別紙のと おり 」 と 記入し 、 当該欄に記入

すべき 内容を記入し た別紙を添付する こ と 。また、それぞれの欄に記入すべき 事項がないと き は、

「 ―」 を記入する こ と 。  

７  ※欄は記入し ないこ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙① 当該事業場において現行行っている事業に関する事項
産業廃棄物の一連の処理の工程

汚泥

委託処理 分級

再生利用 売却

委託処理 海洋投入

委託処理 埋立

委託処理 埋立

再生利用 売却

委託処理 混練

委託処理 埋立

再生利用 売却

委託処理 混練

燃え 殻 委託処理 溶融 委託処理 埋立

再生利用 売却

委託処理 脱水 委託処理 海洋投入

再生利用 売却

委託処理 凝集固化 再生利用 売却

委託処理 造粒固化 再生利用 売却

委託処理 薬注固化 委託処理 埋立

委託処理 焼却 委託処理 混練 委託処理 埋立

再生利用 売却

委託処理 溶融 委託処理 埋立

再生利用 売却

廃油 委託処理 油水分離 再生利用 売却

委託処理 焼却 委託処理 混練 委託処理 埋立

再生利用 売却

廃酸 委託処理 中和 委託処理 埋立

再生利用 売却

委託処理 焼却 委託処理 混練 委託処理 埋立

再生利用 売却

廃ア ルカリ 委託処理 中和 委託処理 埋立

再生利用 売却

委託処理 焼却 委託処理 混練 委託処理 埋立

再生利用 売却

廃プラ ス チッ ク 委託処理 破砕 委託処理 溶融固化 再生利用 売却

委託処理 焼却 再生利用 売却

委託処理 埋立

委託処理 埋立

委託処理 圧縮 委託処理 溶融固化 再生利用 売却

委託処理 焼却 再生利用 売却

埋立

委託処理 埋立

委託処理 溶融固化 再生利用 売却

紙く ず

売却

委託処理 委託処理 委託処理

再生利用

焼却 混練 埋立

委託処理

売却

委託処理 焼却 再生利用 売却

委託処理 埋立

委託処理 埋立

委託処理 圧縮 委託処理 溶融固化

委託処理 溶融固化 再生利用 売却

再生利用 売却

委託処理 焼却 再生利用 売却

混練 委託処理 埋立

委託処理 埋立

委託処理 埋立

再生利用 売却

委託処理 破砕 委託処理 溶融固化 再生利用

委託処理 焼却 委託処理

木く ず 委託処理 破砕

委託処理 焼却

金属く ず 委託処理 売却

委託処理 溶融固化 再生利用 売却

委託処理 焼却 再生利用 売却

委託処理 埋立

委託処理 埋立

繊維く ず 委託処理 破砕 委託処理 溶融固化 再生利用 売却

委託処理 焼却 再生利用 売却

委託処理 埋立

委託処理 埋立

委託処理 圧縮 委託処理 溶融固化 再生利用 売却

委託処理 焼却 再生利用 売却

委託処理 埋立

委託処理 溶融固化 再生利用 売却

委託処理 埋立

再生利用 売却

委託処理 埋立

破砕 再生利用 売却

委託処理 埋立

委託処理 混練

建
設
工
事

委託処理 埋立

がれき 類 委託処理 破砕 再生利用 売却

ガラ ス く ず等 委託処理



別紙 ② 管 理 体 制 図  

 

          

 

         

 

         

 

      

 

 

 

 

    

         

 

         

 

     

  

     

 

 

 

 

 

   

                        

                        

                       

                

                      

 

担当役員 

安全環境部 土木管理本部 

土木工務部 

機械部 建築管理本部 

建築工務部 

支店長 

支店環境委員会 

安全環境部 土木部 機電 Gr 建築部 

機電総括 

環境管理者 

土木総括 

環境管理者 

建築総括 

環境管理者 

工事事務所長 

統括環境管理者 

環境管理者 

＊産業廃棄物処理責任者 

本社環境委員会 

支店環境委員会 



別紙③

産業廃棄物処理内訳【現状】
（単位：トン）

汚泥 290.5 0 0 290.5 290.5 290.5 0 0

がれき類 3,341.8 0 0 0 3,341.8 3,013.8 3,341.8 0 0

ガラス陶磁器くず 184.0 0 0 0 184.0 0.0 18.4 0 0

廃プラスチック類 17.2 0 0 0 17.2 17.2 7.7 0 0

木くず 4,470.8 0 0 0 4,470.8 0.4 4,470.8 0 0

金属くず 0.8 0 0 0 0.8 0.8 0.8 0 0

混合廃棄物 42.7 0 0 0 42.7 42.7 23.2 0 0

合計 8,347.8 0 0 0 8,347.8 3,365.4 8,153.2 0 0

⑤-1優良認定処
理業者への処理
委託量【現状】

⑤-2再生利用業
者への処理委託

量【現状】

⑤-3認定熱回収
業者への処理委

託量【現状】

⑤-4認定熱回収
業者以外の熱回
収業者への処理
委託量【現状】

廃棄物の種類
①産業廃棄物排

出量【現状】
②自己直接再生
利用量【現状】

③自己直接埋立
処分又は海洋投

入量【現状】

④自己中間処理量

（熱回収・減量）
【現状】

⑤全処理委託量
【現状】



別紙④

産業廃棄物処理計画内訳【計画】
（単位：トン）

汚泥 261 0 0 0 261 261 261 0 0

がれき類 3,008 0 0 0 3,008 3,008 3,008 0 0

ガラス陶磁器くず 166 0 0 0 166 166 116 0 0

廃プラスチック類 15 0 0 0 15 15 8 0 0

木くず 4,024 0 0 0 4,024 4,024 4,024 0 0

金属くず 1 0 0 0 1 1 1 0 0

混合廃棄物 38 0 0 0 38 38 15 0 0

合計 7,513 0 0 0 7,513 7,513 7,433 0 0

⑤全処理委託量
【目標】

⑤-1優良認定処
理業者への処理
委託量【目標】

⑤-2再生利用業
者への処理委託

量【目標】

⑤-4認定熱回収
業者以外の熱回
収業者への処理
委託量【目標】

⑤-3認定熱回収
業者への処理委

託量【目標】
廃棄物の種類

①産業廃棄物排
出量【目標】

②自己直接再生
利用量【目標】

③自己直接埋立
処分又は海洋投

入量【目標】

④自己中間処理量

（熱回収・減量）
【目標】



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和 7 年 6 月 25 日 

 

（宛先）岡 崎 市 長 

 

提出者                   

住 所 岡崎市岡町字南屋敷１７番地１   

氏 名 ㈱クリエイティブ中央解体土木   

代表取締役 神取 光好         

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 0564-71-0658          

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  ㈱クリエイティブ中央解体土木 

事 業 場 の 所 在 地  岡崎市岡町字南屋敷１７番地１ 

計 画 期 間  令和7年度（令和7年4月～令和8年3月） 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 

①事 業 の 種 類 総合工事業 

②事 業 の 規 模 元請完成工事高：６００万円 

③従 業 員 数 ３人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

建築物解体 

がれき類→再生処理業者に委託 破砕後再生砕石として再資源化 

木くず→再生処理業者に委託 破砕後チップとして再資源化 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類→再生処理業者に委託 圧縮後塩ビ製品として再資源化 

混合物→中間処理業者に委託 選別後再資源化 

ガラス・陶磁器くず→中間処理業者に委託 破砕・埋立処分・路盤材 

 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

廃棄物処理総括責任者 

 ↓ 

廃棄物処理責任者（工事現場責任者） 

 ↓ 

協力業者（下請け会社等） 

 ↓ 

廃棄物管理担当部署（経理部） 

   《マニフェスト管理、処理計画作成など》 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和6年度）実績】       

産業廃棄物の種類 別紙のとおり  

排 出 量 ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

各種類毎に分別 

 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり  

排 出 量 ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

引き続き分類を徹底 

 

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 
各種類毎に分別 

 

②計画 
混合物の分別を徹底 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和6年度）実績】 

産業廃棄物の種類      ―  

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
―   ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類      ―  

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
―   ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和6年度）実績】  

産業廃棄物の種類      ―  

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
―   ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
―   ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類      ―  

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
―   ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
―   ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和6年度）実績】 

産業廃棄物の種類     ―  

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

―    ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類      ―  

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

―   ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和6年度）実績】  

産業廃棄物の種類 別紙のとおり  

全 処 理 委 託 量 1117.90ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
64.00ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
1086.23ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

法令に従い、業者と書面により委託契約を締結する。 

可能な範囲で再生利用業者への処理委託を行い、最終処分量の低減を

図る。 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり  

全 処 理 委 託 量 921.00ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
75.00t ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
911.00t ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

再生利用業者へ処理を委託する。 

混合廃棄物を可能な限り分別する。 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 



別紙
（単位：ｔ）

令和6年度

実績数量

1117.90 64.00 1086.23 0.00 0.00

廃プラスチック
類

14.80 0.00 14.80

木くず 137.12 54.17 137.12

繊維くず 0.12 0.00 0.12

金属くず 1.13 0.00 1.13

ガラス・陶磁器
くず

17.62 0.24 17.62

がれき類 892.83 9.00 892.83

混合物 22.61 0.00 22.61

石綿含有
がれき類

31.67 0.59 0.00

（単位：ｔ）

令和7年度

計画数量

921.00 75.00 911.00 0.00 0.00

廃プラスチック
類

10.00 0.00 10.00

木くず 120.00 60.00 120.00

繊維くず 1.00 0.00 1.00

ガラス・陶磁器
くず

20.00 0.00 20.00

がれき類 750.00 12.00 750.00

混合物 10.00 0.00 10.00

石綿含有
がれき類

10.00 3.00

全処理委託量

全処理委託量

産業廃棄物の種類
優良認定処理業者へ

の処理委託量
再生利用業者への

処理委託量
認定熱回収業者へ

の処理委託量

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者
への処理委託量

㈱クリエイティブ中央解体土木

産業廃棄物の種類
優良認定処理業者へ

の処理委託量
再生利用業者への

処理委託量
認定熱回収業者へ

の処理委託量

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者
への処理委託量

















































様式第二号の八（ 第八条の四の五関係）

（ 第1面）

産業廃棄物処理計画書

令和　 7年　 5月　 28日　

岡崎市長　 様

提出者

住　 所 岡崎市針崎町字蓮谷15番地

氏　 名 小原建設株式会社　 土木事業部

電話番号 0564-51-2623　 　

① 事 業 の 種 類

② 事 業 の 規 模

③ 従 業 員 数

④産業廃棄物の一連
　 の処理の工程

( 日本工業規格　 A列４ 番)

岡崎市針崎町字蓮谷15番地

令和　 7年度（ 令和 7年 4月～令和 8年 3月）

土木事業部長　 石川　 光徳

当該事業場において現に行っ ている 事業に関する 事項

06： 総合工事業

( 法人にあっては、 名称及び代表者の氏名)

元請完成高　 20億900万

がれき 類→再生処理業者に委託し 、 破砕後、 再生砕石と し て再資源化、
木く ず→再生処理業者に委託し 、 破砕後、 チッ プ材等に再資源化
汚泥→中間処理業者に委託し 、 脱水等の処理後、 再生砂等に再資源化、
廃プラ ス ティ ッ ク →再生処理業者に委託し 、 破砕後、 RPF燃料等と し て再資
源化
混合物→最終処理業者に委託し 、 選別後破砕・ 焼却・ 埋立処分

44人

　 　 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第12条第９ 項の規定に基づき 、 産業廃棄物の減量その他
　 その処理に関する 計画を 作成し たので、 提出し ま す。

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

小原建設株式会社　 土木事業部



（ 第2面）

（ 管理体制図）

がれき 類 金属く ず

8, 404ｔ 2ｔ

木く ず 汚泥

47ｔ 63ｔ

廃プラ ス ティ ッ ク その他安定型品目

47ｔ 75ｔ

紙く ず

5ｔ

がれき 類 金属く ず

8, 200ｔ 2ｔ

木く ず 汚泥

45ｔ 50ｔ

廃プラ ス ティ ッ ク その他安定型品目

40ｔ 60ｔ

紙く ず

5ｔ

①現状

②計画

産業廃棄物処理に係る 管理体制に関する 事項

全社統合管理責任者　 〈 廃棄物処理に関する 検討など 〉
↓全社産廃管理責任者　 〈 廃棄物処理方針の検討・ マニュ アル等の策定改訂など 〉
↓土木事業部産廃管理責任者　 〈 廃棄物処理計画の作成、 マニフ ェ ス ト の集計管理など 〉
↓各作業所工事担当者　 〈 各現場での廃棄物処理計画、 マニフ ェ ス ト 管理など 〉

産業廃棄物の排出の抑制に関する 事項

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

（ 分別し ている 産業廃棄物の種類及び分別に関する 取組）
がれき 類は( コ ンガラ 、 アス ガラ ) 、
ガラ ス ・ 陶磁器く ずにそれぞれ分類する 。

排　 　 出　 　 量

産業廃棄物の種類

排　 　 出　 　 量

産業廃棄物の種類

排　 　 出　 　 量

（ 今後分別する 予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する 取組）
上記に加え、 木く ず( 生材、 加工材) 、 廃プラ ス チッ ク についても
分類し 、 保管する 。

産業廃棄物の分別に関する 事項

産業廃棄物の種類

排　 　 出　 　 量

排　 　 出　 　 量

産業廃棄物の種類

排　 　 出　 　 量

①現状

産業廃棄物の種類

（ 今後実施する 予定の取組）

上記実施事項の継続
工法の改善( その他安定型品目)

（ こ れま でに実施し た取組）

現場、 作業所での抑制啓蒙、 分別作業梱包材なし での現場納入
( 廃プラ ス ティ ッ ク 、 紙く ず、 木く ず)

②計画

産業廃棄物の種類

排　 　 出　 　 量

産業廃棄物の種類

排　 　 出　 　 量

産業廃棄物の種類

令和　 7年度（ 令和 7年 4月～令和 8年 3月）



（ 第3面）

がれき 類 金属く ず

0ｔ 0ｔ

木く ず 汚泥

0ｔ 0ｔ

廃プラ ス ティ ッ ク その他安定型品目

0ｔ 0ｔ

紙く ず

0ｔ

がれき 類 金属く ず

0ｔ 0ｔ

木く ず 汚泥

0ｔ 0ｔ

廃プラ ス ティ ッ ク その他安定型品目

0ｔ 0ｔ

紙く ず

0ｔ

自ら 行う 産業廃棄物の再生利用に関する 事項

①現状

【 前年度( 令和6年度） 実績】

産業廃棄物の種類

自ら 再生利用を 行っ た
産業廃棄物の量

②計画

【 目標】

産業廃棄物の種類

自ら 再生利用を 行う
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら 再生利用を 行っ た
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら 再生利用を 行う
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら 再生利用を 行っ た
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら 再生利用を 行っ た
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら 再生利用を 行う
産業廃棄物の量

（ こ れま でに実施し た取組）
未実施
ダン ボールリ サイ ク ル( 紙く ず)
コ ン ク リ ート 2次製品の再使用( がれき 類)
プラ ス ティ ッ ク 製品の再使用( 廃プラ ス ティ ッ ク )

（ 今後実施する 予定の取組）

上記実施事項の継続
事業系一般廃棄物の分別徹底
現場、 作業所単位での啓蒙活動

産業廃棄物の種類

自ら 再生利用を 行う
産業廃棄物の量



（ 第3面）

がれき 類 金属く ず

0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ

木く ず 汚泥

0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ

廃プラ ス ティ ッ ク その他安定型品目

0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ

紙く ず

0ｔ

0ｔ

がれき 類 金属く ず

0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ

木く ず 汚泥

0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ

廃プラ ス ティ ッ ク その他安定型品目

0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ

紙く ず

0ｔ

0ｔ

②計画

自ら 熱回収を 行う
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら 中間処理によ り 減量
し た産業廃棄物の量

（ こ れま でに実施し た取組）
未実施

【 目標】

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら 熱回収を 行っ た
産業廃棄物の量

自ら 中間処理によ り 減量
し た産業廃棄物の量

（ 今後実施する 予定の取組）
実施予定なし

自ら 行う 産業廃棄物の中間処理に関する 事項

①現状

【 前年度( 令和6年度） 実績】

産業廃棄物の種類

自ら 熱回収を 行っ た
産業廃棄物の量

自ら 中間処理によ り 減量
し た産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら 熱回収を 行っ た
産業廃棄物の量

自ら 中間処理によ り 減量
し た産業廃棄物の量

自ら 中間処理によ り 減量
する 産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら 熱回収を 行う
産業廃棄物の量

自ら 中間処理によ り 減量
する 産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら 熱回収を 行う
産業廃棄物の量

自ら 中間処理によ り 減量
する 産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら 熱回収を 行う
産業廃棄物の量

自ら 中間処理によ り 減量
する 産業廃棄物の量

自ら 熱回収を 行っ た
産業廃棄物の量



（ 第4面）

がれき 類 金属く ず

0ｔ 0ｔ

木く ず 汚泥

0ｔ 0ｔ

廃プラ ス ティ ッ ク その他安定型品目

0ｔ 0ｔ

紙く ず

0ｔ

がれき 類 金属く ず

0ｔ 0ｔ

木く ず 汚泥

0ｔ 0ｔ

廃プラ ス ティ ッ ク その他安定型品目

0ｔ 0ｔ

紙く ず

0ｔ

②計画

【 目標】

産業廃棄物の種類

自ら 行う 産業廃棄物の埋立処分又は海洋処分に関する 事項

①現状

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

産業廃棄物の種類

自ら 埋立処分又は
海洋処分を 行っ た
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら 埋立処分又は
海洋処分を 行っ た
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら 埋立処分又は
海洋処分を 行っ た
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら 埋立処分又は
海洋処分を 行っ た
産業廃棄物の量

（ こ れま でに実施し た取組）
未実施

（ 今後実施する 予定の取組）
実施予定なし

自ら 埋立処分又は
海洋処分を 行う
産業廃棄物の量

自ら 埋立処分又は
海洋処分を 行う
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら 埋立処分又は
海洋処分を 行う
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら 埋立処分又は
海洋処分を 行う
産業廃棄物の量



（ 第4面）

がれき 類 金属く ず

8, 404ｔ 2ｔ

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 759ｔ 1ｔ

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

8, 404ｔ 2ｔ

認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

0ｔ 0ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を 行う 業者への
処 理 委 託 量

0ｔ 0ｔ

木く ず 汚泥

47ｔ 63ｔ

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

11ｔ 50ｔ

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

47ｔ 63ｔ

認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

0ｔ 0ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を 行う 業者への
処 理 委 託 量

0ｔ 0ｔ

廃プラ ス ティ ッ ク その他安定型品目

47ｔ 75ｔ

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 31ｔ 50ｔ

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

47ｔ 75ｔ

認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

0ｔ 0ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を 行う 業者への
処 理 委 託 量

0ｔ 0ｔ

紙く ず

5ｔ

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 4ｔ

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

5ｔ

認 定 熱 回 収 業 者 へ の
処 理 委 託 量

0ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を 行う 業者への
処 理 委 託 量

0ｔ

産業廃棄物の処理の委託に関する 事項

全 処 理 委 託 量

全 処 理 委 託 量

産業廃棄物の種類①現状

【 前年度（ 令和6年度） 実績】

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

（ こ れま でに実施し た取組）
委託業者と 書面によ り 、 委託契約を 締結する 。
可能な限り 再生利用業者への処理委託を 行い、
最終処分量の低減を 図る 。

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

産業廃棄物の種類



（ 第5面）

がれき 類 金属く ず

8, 200ｔ 2ｔ

優良 認定 処理 業者 への
処 理 委 託 量

820ｔ 2ｔ

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

8, 200ｔ 2ｔ

認 定 熱 回 収 業者 へ の
処 理 委 託 量

0ｔ 0ｔ

認定 熱回 収業 者以 外の
熱回 収を 行う 業者 への
処 理 委 託 量

0ｔ 0ｔ

木く ず 汚泥

45ｔ 50ｔ

優良 認定 処理 業者 への
処 理 委 託 量

10ｔ 45ｔ

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

45ｔ 50ｔ

認 定 熱 回 収 業者 へ の
処 理 委 託 量

0ｔ 0ｔ

認定 熱回 収業 者以 外の
熱回 収を 行う 業者 への
処 理 委 託 量

0ｔ 0ｔ

廃プラ ス ティ ッ ク その他安定型品目

40ｔ 60ｔ

優良 認定 処理 業者 への
処 理 委 託 量

30ｔ 45ｔ

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

40ｔ 60ｔ

認 定 熱 回 収 業者 へ の
処 理 委 託 量

0ｔ 0ｔ

認定 熱回 収業 者以 外の
熱回 収を 行う 業者 への
処 理 委 託 量

0ｔ 0ｔ

紙く ず

5ｔ

優良 認定 処理 業者 への
処 理 委 託 量

5ｔ

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

5ｔ

認 定 熱 回 収 業者 へ の
処 理 委 託 量

0ｔ

認定 熱回 収業 者以 外の
熱回 収を 行う 業者 への
処 理 委 託 量

0ｔ

※事務処理欄

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

（ こ れま でに実施し た取組）
優良認定処理業者を 選定する 。
可能な限り 再生利用業者への処理委託を 行い、
最終処分量の低減を 図る 。
委託先と の聞き 取り 調査と 現地確認( 委託締結時、 処理時)

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

②計画

【 目標】

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量



（ 第6面）

備考

１   前年度の産業廃棄物の発生量が1, 000ト ン以上の事業場ごと に１ 枚作成する こ と 。

２ 　 当該年度の６ 月30日ま でに提出する こ と 。

３ 　 「 当該事業場において現に行っ ている 事業に関する 事項」 の欄は、 以下に従っ て記入する こ

　 　 と 。

　 ( 1) ①欄には、 日本標準産業分類の区分を 記入する こ と 。

　 ( 2) ②欄には、 製造業の場合における 製造品出荷額（ 前年度実績） 、 建設業の場合における 元

　 　  請完成工事高（ 前年度実績） 、 医療機関の場合における 病床数（ 前年度末時点） 等の業種

　 　  に応じ 事業規模が分かる よ う な前年度の実績を 記入する こ と 。

　 ( 3) ④欄には、 当該事業場において生ずる 産業廃棄物についての発生から 最終処分が終了する

　 　  ま での一連の処理の工程（ 当該処理を 委託する 場合は、 委託の内容を 含む。 ） を 記入する

　 　  こ と 。

４ 　 「 自ら 行う 産業廃棄物の中間処理に関する 事項」 の欄には、 産業廃棄物の種類ごと に、 自ら

　 　  中間処理を 行う に際し て熱回収を 行っ た場合における 熱回収を 行っ た産業廃棄物の量と 、

　 　  自ら 中間処理を 行う こ と によ っ て減量し た量について、 前年度の実績、 目標及び取組を 記

　 　  入する こ と 。

５ 　 「 産業廃棄物の処理の委託に関する 事項」 の欄には、 産業廃棄物の種類ごと に、 全処理委

　 　  託量を 記入する ほか、 その内数と し て、 優良認定処理業者（ 廃棄物の処理及び清掃に関す

　 　  る 法律施行令第６ 条の11第２ 号に該当する 者） への処理委託量、 処理業者への再生利用委

　 　  託量、 認定熱回収施設設置者（ 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第15条の３ の３ 第１ 項

　 　  の認定を 受けた者） である 処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の

　 　  熱回収を 行っ ている 処理業者への焼却処理委託量について、 前年度実績、 目標及び取組を

　 　  記入する こ と 。

　 ６ 　 それぞれの欄に記入すべき 事項の全てを 記入する こ と ができ ないと き は、 当該欄に「 別

　 　  紙のと おり 」 と 記入し 、 当該欄に記入すべき 内容を 記入し た別紙を 添付する こ と 。 ま た、

　 　  産業廃棄物の種類が３ 以上ある と き は、 前年度実績及び目標の欄に「 別紙のと おり 」 と 記

　 　  入し 、 当該欄に記入すべき 内容を 記入し た別紙を 添付する こ と 。 ま た、 それぞれの欄に記

　 　  入すべき 事項がないと き は、 「 ―」 を 記入する こ と 。

７ 　 ※欄は記入し ないこ と 。

あ



別紙１ 【前年度（令和6年度）実績】

廃棄物の種類 がれき類 金属くず 木くず 汚泥
廃プラスチッ
ク

混合廃棄物 紙くず

名称（任意の名称を記入してくださ
い）

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ
ｱｽｺﾝｶﾞﾗ

金属くず 伐木材 建設汚泥 塩ビ材 安定型品目 紙・ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ

① 排出量(t) 8,404 2 47 63 47 75 5

② 自ら再生利用を行った量(t) 0 0 0 0 0 0 0

③
自ら埋立処分又は海洋投入処分を
行った量(t)

0 0 0 0 0 0 0

⑤ 自ら熱回収を行った量(t) 0 0 0 0 0 0 0

⑦ 自らの中間処理による減量(t) 0 0 0 0 0 0 0

⑩ 処理委託した全量(t) 8,404 2 47 63 47 75 5

⑪
優良認定処理業者への
処理委託量(t)

759 1 11 50 31 50 4

⑫ 再生利用業者への処理委託量(t) 8,404 2 47 63 47 75 5

⑬ 認定熱回収業者への処理委託量(t) 0 0 0 0 0 0 0

⑭
認定熱回収業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量(t)

0 0 0 0 0 0 0



別紙２ 【今年度（令和7年度）計画】

廃棄物の種類 がれき類 金属くず 木くず 汚泥
廃プラスチッ
ク

混合廃棄物 紙くず

名称（任意の名称を記入してくださ
い）

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ
ｱｽｺﾝｶﾞﾗ

金属くず 伐木材 建設汚泥 塩ビ材 安定型品目 紙・ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ

① 排出量(t) 8,200 2 45 50 40 60 5

② 自ら再生利用を行う量(t) 0 0 0 0 0 0 0

③
自ら埋立処分又は海洋投入処分を
行う量(t)

0 0 0 0 0 0 0

⑤ 自ら熱回収を行う量(t) 0 0 0 0 0 0 0

⑦ 自らの中間処理による減量(t) 0 0 0 0 0 0 0

⑩ 処理委託する全量(t) 8200 2 45 50 40 60 5

⑪
優良認定処理業者への
処理委託量(t)

820 2 10 45 30 45 5

⑫ 再生利用業者への処理委託量(t) 8200 2 45 50 40 60 5

⑬ 認定熱回収業者への処理委託量(t) 0 0 0 0 0 0 0

⑭
認定熱回収業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量(t)

0 0 0 0 0 0 0


